
- 1 -

都
市
緑
地
保
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

都
市
緑
地
保
全
法
の
一
部
改
正

一

題
名

題
名
を
「
都
市
緑
地
法
」
に
改
め
る
こ
と
。

二

緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
の
た
め
の
基
本
計
画

緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
計
画
の
計
画
事
項
に
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
の
整

備
の
方
針
そ
の
他
保
全
す
べ
き
緑
地
の
確
保
及
び
緑
化
の
推
進
の
方
針
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

三

緑
地
保
全
地
域

１

都
市
計
画
区
域
内
の
緑
地
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
に
緑
地
保
全
地
域
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

イ

無
秩
序
な
市
街
地
化
の
防
止
又
は
公
害
若
し
く
は
災
害
の
防
止
の
た
め
適
正
に
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

ロ

地
域
住
民
の
健
全
な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
適
正
に
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
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２

都
道
府
県
は
、
緑
地
保
全
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
行
為
の
規
制
の

基
準
等
に
関
す
る
緑
地
保
全
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

３

緑
地
保
全
地
域
内
に
お
い
て
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
木
竹
の

伐
採
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
八
条
第
一
項
関
係
）

４

都
道
府
県
知
事
は
、
届
出
を
要
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
し
た
者
に
対
し
て
、
当
該
緑
地
の
保
全
の
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
緑
地
保
全
計
画
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
行

為
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

四

特
別
緑
地
保
全
地
区

緑
地
保
全
地
区
の
名
称
を
特
別
緑
地
保
全
地
区
に
改
め
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

五

地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る
緑
地
の
保
全

市
町
村
は
、
地
区
計
画
等
に
定
め
ら
れ
た
現
に
存
す
る
樹
林
地
、
草
地
等
の
区
域
に
つ
い
て
、
条
例
で
、
当
該
区
域
内
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に
お
け
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
木
竹
の
伐
採
等
の
行
為
に
つ
い

て
、
市
町
村
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

六

管
理
協
定

緑
地
保
全
地
域
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
又
は
緑
地
管
理
機
構
は
、
緑
地
の
所
有
者
等
と
管
理
協
定
を
締
結
し
て
、

そ
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

七

緑
化
地
域

１

用
途
地
域
の
う
ち
、
良
好
な
都
市
環
境
の
形
成
に
必
要
な
緑
地
が
不
足
し
、
建
築
物
の
敷
地
内
に
お
い
て
緑
化
を
推

進
す
る
必
要
が
あ
る
区
域
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
に
、
緑
化
地
域
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
第
一
項
関
係
）

２

緑
化
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
は
、
建
築
物
の
緑
化
施
設
の
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
の
最
低
限
度
を
定

め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
第
二
項
関
係
）

３

緑
化
地
域
内
に
お
い
て
は
、
敷
地
面
積
が
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
の
新
築
又
は
増
築
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当

該
建
築
物
の
緑
化
率
を
、
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
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の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
第
一
項
関
係
）

４

学
校
そ
の
他
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
用
途
に
よ
っ
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
市
町
村
長
が
許
可
し
た
も
の
等

に
つ
い
て
、
緑
化
率
規
制
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
第
三
項
関
係
）

５

市
町
村
長
は
、
緑
化
率
規
制
に
違
反
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
築
物
の
新
築
若
し
く
は
増

築
又
は
維
持
保
全
を
す
る
者
に
対
し
て
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と

る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
第
一
項
関
係
）

６

市
町
村
は
、
地
区
整
備
計
画
等
に
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度
を
、
条
例
で
、
建
築
物
の
新
築
又
は

増
築
及
び
維
持
保
全
に
関
す
る
制
限
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
関
係
）

７

緑
化
率
規
制
は
、
建
築
基
準
関
係
規
定
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
関
係
）

８

緑
化
率
規
制
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の
新
築
又
は
増
築
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
気
温
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
り
工
事
の
完
了
の
日
ま
で
に
植
栽
工
事
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
に
申
し

出
て
そ
の
旨
の
認
定
を
受
け
て
、
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
三
条
関
係
）
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９

市
町
村
は
、
条
例
で
、
緑
化
施
設
の
管
理
の
方
法
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
四
条
関
係
）

八

市
民
緑
地

地
方
公
共
団
体
又
は
緑
地
管
理
機
構
は
、
人
工
地
盤
、
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
所
有
者
と
市
民
緑
地
契
約
を
締
結

し
て
、
緑
化
施
設
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
関
係
）

第
二

都
市
公
園
法
の
一
部
改
正

一

都
市
公
園
の
設
置
基
準

緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
計
画
に
都
市
公
園
の
整
備
の
方
針
を
定
め
て
い
る
市
町
村
に
お
け
る
都

市
公
園
の
設
置
は
、
当
該
基
本
計
画
に
即
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

二

公
園
管
理
者
以
外
の
公
園
施
設
の
設
置
等

公
園
管
理
者
以
外
の
者
が
設
け
る
公
園
施
設
の
許
可
を
公
園
管
理
者
が
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
、
当
該
公
園

管
理
者
以
外
の
者
が
設
け
、
又
は
管
理
す
る
こ
と
が
当
該
都
市
公
園
の
機
能
の
増
進
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
追

加
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）



- 6 -

三

都
市
公
園
の
保
存

公
園
管
理
者
が
そ
の
土
地
物
件
に
係
る
権
原
を
借
受
け
に
よ
り
取
得
し
た
都
市
公
園
に
つ
い
て
、
当
該
貸
借
契
約
の
終

了
又
は
解
除
に
よ
り
そ
の
権
原
が
消
滅
し
た
場
合
を
、
都
市
公
園
の
保
存
規
定
の
例
外
項
目
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

四

立
体
都
市
公
園

１

公
園
管
理
者
は
、
都
市
公
園
の
存
す
る
地
域
の
状
況
を
勘
案
し
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
促
進
を
図
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
市
公
園
の
区
域
を
空
間
又
は
地
下
に
つ
い
て
下
限
を
定
め
た
も
の
（
以
下
「
立

体
的
区
域
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

２

公
園
管
理
者
は
、
そ
の
区
域
を
立
体
的
区
域
と
す
る
都
市
公
園
（
以
下
「
立
体
都
市
公
園
」
と
い
う
。
）
と
当
該
立

体
都
市
公
園
の
区
域
外
の
建
物
と
が
一
体
的
な
構
造
と
な
る
と
き
は
、
建
物
の
所
有
者
等
と
協
定
を
締
結
し
、
当
該
立

体
都
市
公
園
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
協
定
に
従
っ
て
、
当
該
建
物
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

３

公
園
管
理
者
は
、
立
体
都
市
公
園
に
つ
い
て
、
当
該
立
体
都
市
公
園
の
構
造
を
保
全
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
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る
と
き
は
、
そ
の
立
体
的
区
域
に
接
す
る
一
定
の
範
囲
の
空
間
又
は
地
下
を
、
公
園
保
全
立
体
区
域
と
し
て
指
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

４

公
園
保
全
立
体
区
域
内
に
あ
る
土
地
、
竹
木
又
は
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
所
有
者
等
は
、
そ
の
土
地
、
竹
木
又

は
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
が
立
体
都
市
公
園
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
損
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

五

監
督
処
分

公
園
管
理
者
は
、
必
要
な
措
置
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
る
べ
き
者
を
確
知
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
措
置
を
自
ら
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
に
係
る
工
作
物
等
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
ほ
か
、
公
示
、
売
却
、
代
金
の
保
管
、
廃
棄
等
の
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

第
三

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
の
一
部
改
正

近
郊
緑
地
保
全
区
域
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
又
は
緑
地
管
理
機
構
は
、
近
郊
緑
地
の
所
有
者
等
と
管
理
協
定
を
締
結

し
て
、
そ
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
関
係
）
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第
四

近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

近
郊
緑
地
保
全
区
域
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
又
は
緑
地
管
理
機
構
は
、
近
郊
緑
地
の
所
有
者
等
と
管
理
協
定
を
締
結

し
て
、
そ
の
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
関
係
）

第
五

都
市
計
画
法
の
一
部
改
正

１

地
域
地
区
に
緑
地
保
全
地
域
及
び
緑
化
地
域
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

２

地
区
計
画
等
の
法
定
計
画
事
項
に
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度
及
び
現
に
存
す
る
樹
林
地
、
草
地
等
で
良
好
な
居

住
環
境
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
も
の
の
保
全
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
の
五
関
係
）

第
六

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
七

施
行
期
日
そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



立体的区域

立　体　都　市　公　園　制　度　イ　メ　ー　ジ

－都市公園の区域を立体的に定めることができる制度を創設―

都市公園の区域を立体的区域とすることにより、地下空間等の利用形態
にかかわらず都市公園を設置することができることとなる

⇒(効果)　①土地利用の効率性の向上

人工地盤

住宅

店舗

駐車場

立体的区域

店舗

住宅

住宅

住宅

②効率的な都市公園整備

駐
車
場
、
店
舗
等
の
上
部
を
都
市
公
園
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、

貴
重
な
都
市
空
間
を
階
層
的
に
有
効
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る


